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意匠分類記号 
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意匠分類の名称 

Ｌ３－５９０ 門、塀、さく等部品及び付属品 
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対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４９ 一 門扉、塀、さく等構成部材部品及び付属品 

Ｌ３－５１９０ 一 門扉部品及び付属品 

Ｌ３－５２９ 一 門柱部品及び付属品 

Ｌ３－５３９０ 一 さく部品及び付属品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４７０ 一 道路さく、橋りょうさく等構成部材 

Ｌ６－１３２０ 一 塀板 
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｍ３－２００ 門扉用開閉金物 
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この分類に含まれる物品 

塀板 塀板材 ガードレール用板 

ガードレール用板材   
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定義 

門、塀、さく等部品及び付属品を分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

塀、さく、塀用ブロックはＬ３－５９１に、門、塀、さく等支柱はＬ３－５９２に、塀、さく、手すり等笠木はＬ３－５

９３に、塀、さく、手すり等笠木受けはＬ３－５９４に、門、塀、さく等枠はＬ３－５９５０に、門、塀、さく等枠材等

はＬ３－５９５１に、門、塀、さく用装飾体はＬ３－５９６に、門、塀、さく等金具、金物はＬ３－５９７０に、門、さ

く、手すり用ブラケットはＬ３－５９７１に、門、さく、手すり用継ぎ手はＬ３－５９７２に、門扉、塀、さく等キャッ

プはＬ３－５９７３に分類する。 

建築用ガードレール材はＬ３－５９３（塀、さく、手すり等笠木）に分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

門扉用開閉金物はＭ３－２に分類する。 

仮設用さく板等はＬ１－４４に分類する。 
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分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 
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過去に分類した物品の名称 

塀板 塀板材 道路用ガードレール用板 

道路用ガードレール用板材 忍び返し  

 

登録 1182518 塀板 

 

登録 977377  「ガードレール用板材」 


